
国の一時支援金・道の特別支援金のご案内経済センサスー活動調査が始まります

林野火災予防強調期間

「経済センサスー活動調査」は、売上や設備投資
など、企業の経済活動を明らかにするための重要な
調査です。全国すべての事業所・企業が対象となり
ますので、皆様のご協力をお願いします。
詳細については、ホームページをご覧ください。

空気が乾燥する３月から６月は、林野火災の危険
期間です。出火原因は、「ごみ焼き」や「たばこ」など
人為的な要因がほとんどです。道では、５月３１日
までの期間を林野火災予防強調期間と設定し、
予防対策を集中的に実施しています。道民の皆様
も火の取り扱いには十分注意しましょう。

広報広聴課電話番号☎011-204-5110掲載情報アクセス用Webページ

みなさん の 道庁からのお知らせは、
毎月第二日曜日です。

▲

統計課【☎011-204-5145】

経済センサス2021

▲

道特別支援金コールセンター【☎011-351-4101】

道特別支援金

一時支援金

▲

森林整備課【☎011-204-5505】

▲

道警本部生活安全企画課【☎011-251-0110】

令和３年春の地域安全運動
５月１１日（火）から２０日（木）までの１０日間、「春の
地域安全運動」を実施します。買い物や犬の散歩
など日常生活の中で子どもの安全を見守る「なが
ら見守り」にご協力ください。スマートフォンを操
作しながらの「ながら歩き」は、危険です。特殊詐
欺の被害を防止するため、「キャッシュカードは渡
さない」「暗証番号は教えない」を徹底しましょう。

▲

感染症対策課【☎011-206-0170】

看護師さんを募集しています
北海道では、全道６地域に設置している宿泊療養
施設の運営にご協力いただける看護師さんを募
集しています。宿泊療養施設は、新型コロナウイ
ルス感染症の軽症者等が療養するための施設で
す。勤務時間、謝金（16,000円／日～）など詳細に
ついては下記までお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
事業者を対象に、国が「一時支援金」を給付して
います。給付額や給付対象等の詳細については、
ホームページをご覧ください。

また、国の一時支援金を受給できなかった事業者を
対象に、道から「特別支援金」を給付しています。
「国の一時支援金」と「道の特別支援金」は重複
して受給できません。
「国の一時支援金」を先に
申請いただき、「国の一時
支援金」を受給できなかっ
た場合は、「道の特別支援
金」を申請してください。

札幌市内においては、非常事態ともいえる医療状況等を
踏まえ、人と人との接触を徹底的に抑え、できる限り
外出や往来を控えることをお願いします。
全ての道民の皆様に、新型コロナウイルス感染防止
行動の徹底をお願いします。

みなさんの赤れんが

2021年5月9日（日）掲載 道新 モノクロ半3段


